
伊賀市空家等対策協議会
2020（令和２）年11月26日（木）

9時30分～11時

令和2年度第1回
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１．挨拶

２．委嘱状交付及び委員紹介

３．会長の選任

４．副会長の指名

５．報告事項

（１）第1次計画専門委員会の取組報告

６．審議事項

（１）第2次計画専門委員会の設置及び役割

（２）第2次計画最終案

（３）第2次計画施策評価方法

協議会日程/事項
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第1次計画期間における専門委員会の取組報告

• 設置した専門委員会

▼特定空家等対策専門委員会

特定空家等に対する勧告及び措置命令実施の可否について協議

H28、H30開催

▼空家等流通対策専門委員会

伊賀流空き家バンク制度及び古民家等再生活用事業について協議

H29開催※古民家等再生活用事業案件は協議会で審議
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第32回住生活月間功労者表彰授賞

国土交通省住宅局長表彰を受賞!!

授賞決定日 令和２年10月8日発表

表彰式 令和２年10月20日授賞
愛知県国土交通省中部地方整備局内

授賞代表 伊賀市長 岡本 栄

伊賀市の空き家対策における空き家利活用と再生活用
の取組が認められ、国土交通省住宅局長表彰を受賞
伊賀市は空き家対策を先駆的に推進するなど、住環境

の向上と住宅行政の推進に顕著な功績を残し、取組が先
進的で将来性のあり他の自治体の模範となることから栄
ある賞に選ばれました。
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５．報告事項

（１）第1次計画専門委員会の取組報告
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１次計画進捗評価（１次評価）

第1次計画進捗状況（達成率）※総評価点510点（102事業×５点）
総事業数 評価点累計 進捗/達成率

102 506 99.2%

計画の体系 事業数 評価点 施策進捗率 目標進捗率

重点
１．推進体制の整備 １．推進体制の構築 6 30 100%

100%
２．「空き家バンク制度」の活用 ２．「空き家バンク制度」の構築 9 45 100%

基本

１．空家化の予防
１．意識の涵養と理解増進 1 5 100%

96%
２．空家等の発生の抑制 17 81 95%

２．空家等の適正管理
３．空家等の実態把握 4 20 100%

100%
４．空家等の管理支援 14 70 100%

３．空家等の活用と跡地の利用
５．空家等の利活用の推進 26 130 100%

100%
６．空家等の跡地利用の促進 1 5 100%

４．地域の活力増進 ７．コミュニティの活性化 8 40 100%

５．移住・定住の促進 ８．空家等を活用した移住・定住・交流の促進 6 30 100%

６．特定空家等への措置 ９．特定空家等に対する措置の実施 10 50 100%6



１．12団体・機関・企業と空き家対策推進に向けた協定締結・包括連携協定締結
２．ワンストップサポート支援相談（支援体制構築）
３．伊賀流空き家バンク農地取得緩和措置（農地法特例適用）
４．伊賀流空き家バンク特定空家等流通支援（バンク流通手法構築）
５．伊賀流空き家バンク（物件情報誌）
６．伊賀流空き家バンク（鍵預り制度）
７.伊賀流空き家バンク（職員付添内覧会・ホスト）
８.伊賀流空き家バンク家財除去事業登録事業者制度
９.伊賀流空き家バンクを活用した相続人不存在空家等の流通体制構築
10.空き家維持管理サービス（ふるさと納税・一般空き家・バンク）
11.空き家維持管理サービス登録事業者制度
12.伊賀流安心住宅プラン（不動産価格評価手法確立）
13.伊賀流安心住宅プラン（統合調査手法・システム確立）
14.伊賀流安心住宅プラン（診断価格廉価制度構築）
15.特定空家等判定手法の確立（定量的調査・総合型条例一体）
16.所有者等確知調査業務手法確立（庁内委託・非常勤職員）
17.空家等実態調査・所有者等意識調査（第1次～第6次計12回実施）
18.空き家所有者の外部情報提供に係るガイドライン策定支援（国交省策定）
19.伊賀流空き家ストックバンク（空き家カルテ、外部情報提供同意）
20.古民家等再生活用事業（伊賀上野城下町ホテル事業）
21.特定空家等対策計画策定
22.古民家等再生活用指針策定

１次計画達成効果（２次評価）

▼全国に先駆けた２２の取り組み

重点

基本

▼全国に先駆けた取り組みがで
きたのは専門職能団体・機関・
企業との協働による成果が大き
い

▼空家等のスムーズな判定調査
による迅速な対応が可能となり、
周辺地域への影響を最小限にで
きた

▼所有者等の居所を早期に確知
することで、活用や適正管理に
繋げることができ、漏れの無い
相続人調査を行えたことで適正
管理に繋げることができた

▼空家等実態調査及び所有者等
の意識調査により、実態と意向
の把握ができ新たな施策に繋げ
ることができた

空き家対策に影響を与えた取組み

※２２の取組概要については、後頁のスライドで説明 と記載は全国で初めての取組 と記載は全国でも取組が少なく稀な取組み初 稀
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空き家対策の核になった重要な取組み①

空家等対策推進包括連携協定

伊賀市への移住・定住の推進
に向けた包括連携協定

伊賀市エリアにおける歴史的
資源を活用した地域活性化に
向けた業務連携に関する協定

行政と専門職能団体・機関・企業との連携 稀
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空き家対策の核になった重要な取組み②
特定空家等判定手法の確立（定量的
調査・総合型条例一体）

所有者等確知調査業務手法確立（庁
内委託・非常勤職員）

空家等実態調査・所有者等意識調査
（第1次～第6次計12回実施）

▼専門家と市技術職員がともに創り
上げた定量的な判定システム（特定
空家等判定基準専門検討部会）
▼総合型条例に組み込んだ判定シス
テムによる特定空家等認定の迅速化
▼独自のデータベース構築による空
家等管理システムの開発と総合型条
例の措置フローをシステム化したこ
とで一体管理が可能となった

▼先駆的空き家対策モデル事業の採
択を受け、自治体では初めての司法
書資格を保持したまま事務所内での
確知調査業務委託の構築
▼全国で初めての司法書士資格を保
持したまま非常勤職員への雇用手法
の構築
▼すべての空き家所有者の確知調査
の完了

▼全戸調査により空家等の状況把握
と家等数の把握が可能となった
▼すべての空家等の把握により利活
用可能と特定空家等のおそれのある
建築物の選定ができ、特定空家等の
一斉判定を行い、措置指導が加速
▼建築物の実態把握と活用意向を把
握したことですべての施策に利活用
できる土壌が生まれた

空家等対策計画

▼計画策定に合わせて庁内に４部会
設け検討を進め102事業を組み上げた
▼全地域での市民対象の空き家対策
ワークショップにより空き家対策に
望むニーズを汲み上げ102事業に組み
込んだ
▼詳細な市場調査と移住しやすい都
市分析、人口減少対策の検証により、
102事業の精度が高まった

○司法書士資格を保持したまま行政内
部で業務委託を行うための契約モデル
と実績

○業務委託契約書モデル（全国公開中）

初 初 初

稀
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伊賀市独自の空き家対策体系の構築
ステップ１基本は地道な基礎づくりと適正管理（基礎・基盤対策）
ステップ２基礎が固まった時点で流通対策と移住・転住対策（人口維持対策）
ステップ３人口維持対策の効果が出た時点で再生活用（振興対策）

▼全国で初めての伊賀市の空き
家対策計画と派生計画の策定
▼特定空家等を早い段階でゼロ
にし、人口維持に向けた活用に
取組む方針
▼空き家を活用した地域再生

ステップ希地域再生の効果が出た時点の中心地人口回帰対策（地域再生・回帰対策）
ステップ望地域再生対策の効果が出た時点の空き家（地）の更なる活用（都市空間再編）

１次２次計画

２次計画以降

現取組時点

初
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空家等対策取組成果（適正管理①）

• 計画当初認定数2,495件

• 空家等認定件数 3,274件 新規779件空家等認定

改善件数 1,222件 法対象外700件、活用417件、除却96件、他９件

R2.3.31時点 2,052件 17.6％削減

• 特定空家等認定件数302件 累計数

改善件数 162件

R2.3.31時点 130件 56.4％改善

2016.6～2020.3の4年間の累計認定・改善数

空家等のうち特定空家等の累計認定・改善数

1次計画期間中の空家等の推移

基準値
空家等及び特定空家等ともに減少

各地域の住民自治協議会・自治会の役員延417名体制で全戸
調査委託を実施した結果、空家等と認められた空家等数
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空家等対策取組成果（適正管理②-１）

▼勧告移行案件審議件数 １４件

勧告決定数 １４件（うち３件陳述書提出有り改善意思有り）

勧告実施数 １０件（うち改善数８件、措置中１件、命令移行１件）

※2020年に勧告決定した1件実施
措置命令実施数 １件

▼略式代執行案件審議件数 ３件（実施２件、次期実施予定１件）

※実施のうち１件は次のスライド参照

▼実績
2016.6.30～2020.3.31

２号調査（空家

等判定調査）

３号調査（特定

空家等判定調

査）

立入調査（建物

内立入調査）

特定空家等認

定数
助言・指導 応急措置

弁明付与（意見

陳述機会付与）
勧告

弁明付与（意見

陳述機会付与）
措置命令 略式代執行

全国 ― ― ― ― 15,586 ― ― 922 ― 111 124

三重県 ― ― ― ― 963 ― ― 85 ― ６ ３

2016年度 69 191 8 155 142 1 11 7 0 0 0

2017年度 88 80 2 78 181 2 1 1 1 1 0

2018年度 65 64 5 53 172 0 1 0 0 0 1

2019年度 43 17 7 16 78 2 0 2 0 0 0

市合計 265 352 22 302 573（60%) 5 13 10（12%) 1 1(17%) 1(33%)

措置命令（猪田） 略式代執行（柘植）

before before

after after

合計欄の（）括弧は三重県実績に占める伊賀市の割合

特定空家等対策検討専門委員会審議・措置実績
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空家等対策取組成果（適正管理②-２）
平成30年7月に特定空家等対策専門委員会において、略式代執行を実施するとした伊賀市柏尾の空家等の現状

▼実施理由 当該空家等は所有者並びに相続人全員が相続放棄を行ったことで、無主物の空家等となり、トタンの
剥離部分から屋根の自重から倒壊の危険性が高く、住民が往来する道路敷へ崩落する可能性が高い。
また、当該空家等の真横に柏尾川が流れ、
庭の石垣に面し、高低差が１メートルも無
く、集中豪雨による増水により当該空家等
が流出した場合、橋の欄干で堰となり集落
全体が浸水するおそれがあるための措置

▼代執行宣言 令和２年11月20日（金）午前９時

▼執行額 3,025千円（国1,210千円、県250千円）
▼根拠法令 空家法14条10項に基づく略式代執行
▼建物 居宅（木造草葺平屋建て）90.90㎡

蔵（土蔵造り平屋建て）09.91㎡
作業場（軽量鉄骨造平屋建て）22.68㎡

▼立会者 柏尾区長、近隣住民４名、工事業者2名
市空き家対策室3名

▼除却後管理 柏尾区が除却後の除草を行い適正管理
を行う

原状 代執行宣言

家財等の廃棄物除却後 代執行宣言と地元住民立合い

家財等の廃棄物除却後 工期等の工事内容の伝達
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空家等対策取組成果（適正管理③）
空き家維持管理サービス（ふるさと
納税・一般空き家・バンク）

空き家維持管理サービス登録事業者
制度

特定空家等対策計画策定
空家等対策マニュアル

▼空き家所有者の多くは遠方に居住
し空き家の利活用を促進するため、
空き家を適切に管理し経年劣化を防
ぐ、通気・通水・庭の草引きを実施、
また、墓地の清掃・献花も実施
▼開始時期H28（空家等、バンク）

H29（ふるさと納税）
▼利用実績登録数177件

▼空き家所有者の多くは遠方に居住
しているため、維持管理を行う事業
者を知らないことが多く、市に登録
した事業者を紹介するサービス、空
き家維持管理サービスと連携
▼対象空家等
▼開始時期H28～
▼登録数２社

▼空家等対策計画策定時には特定空
家等の実態把握や判定調査手法の課
題等が判明していないため、具体的
な方針を定めることができなかった
ため、経験やノウハウなどの実態が
伴ったため計画を策定
▼策定H30.11
▼職員用の空家等調査手法を統一す
るためのマニュアルを作成H30.12

相談サポート▼計画

▼

初初初

ワンストップサポート支援相談（支
援体制構築）

▼協定団体等と連携してあらゆる空
き家に係る問題や相談を解決するま
でサポート
▼相談数（適正管理）3,266件

（流通） 11,434件
▼相談会（1次計画）192世帯来場、
相談件数240件

初
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空家等対策取組成果（流通①）
▼物件登録申請棟数

▼移住・転住希望登録世帯数

▼伊賀市への移住・
転住希望世帯地域別

▼成約者数 ▼社会動態増減

初 転入超過

86世帯（212名）
移住世帯60世帯（145名）
転住世帯26世帯（67名）
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空家等対策取組成果（流通②）
農地取得緩和措置（農地法特例適
用）

特定空家等流通支援（バンク流通手
法構築）

伊賀流空き家バンク（物件情報誌・
鍵預り制度）

▼農地法の特例措置を用いた農地取
得緩和措置、伊賀流空き家バンク登
録物件に限り１㎡から取得申請が可
能となる。
▼開始時期平成30年11月～
▼１次計画期間中の実績21件
▼田舎暮らしを求め家庭菜園を希望
している移住者に好評

▼特定空家等で解体や改善指導を
行っている物件で、所有者等が費用
面で対処できない場合、期間を定め
空き家バンクへ登録を行い流通
▼開始時期平成29年8月～
▼1次計画期間中の実績
公開数5件、成約数5件
（解体指導物件4件、
修繕指導物件1件）

▼空き家バンク登録物件をホーム
ページ以外で情報誌として公開
▼開始時期平成28年10月～
▼発行H28～H30.3毎月1日、15日の
月2回H30.4～毎月1日の月1回
▼内覧会時の所有者の負担軽減を図
るため鍵のお預かり制度を開始
▼開始時期平成28年10月～
▼利用割合登録物件の9割

空き家所有者情報提供による空き家
利活用推進事業

▼空き家の有効活用と所有者の意向
に基づき活用を図るため外部情報提
供同意を得てストックバンクに登録
▼空き家活用カルテにて、利活用可
能空家等2226件を一斉調査、1389件
が活用可能と再判定
▼開始時期平成30年4月～
▼古民家等再生活用事業で民間利用

ストックバンク▼物件情報誌

▼

初 初

初

稀

移
住･

定
住
活
用
型

地
域
活
性
化
型

【データベース構築までの流れ】

空き家調査

空家等判定
活用判定

所有者等意向
調査

外部情報提
供同意書

物件情報

所有者意向情報

空き家活用カルテ

伊賀流空き家バンク「ストックバンク」

特定空家等は改善を促し
改善後、活用意向調査

【データベースの活用】

・移住・定住活用型
・地域活性化型
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空家等対策取組成果（流通③）
家財除去補助支援・家財除去事業登
録事業者制度

空き家バンクを活用した相続人不存
在空家等の流通体制構築

伊賀流安心住宅プラン（不動産価格
評価手法・廉価診断確立）

▼空き家の多くは家財を残したまま
の物件が多く、処分にかかる負担が
流通を阻害しているため、空き家バ
ンク登録した物件の家財除去に係る
経費の一部を補助、家財除去事業者
を紹介するための登録事業者制度
▼開始時期平成29年5月～
▼補助実績13件
▼登録事業者２社

▼国土交通省の先駆的空き家対策モ
デル事業の採択を受け空き家バンク
制度と相続財産管理制度を使った新
たな流通手法を検証
▼司法書士資格を有したまま庁内で
業務委託を行う業務委託手法を確立
▼司法書士資格を有したまま、非常
勤職員として雇用
▼相続人調査数133件/133件

▼インスペクション、耐震診断、不
動産鑑定を複合し、新たな中古住宅
価格を評価する手法を確立
▼実績１件
▼診断する調査員の人数分だけ費用
が嵩むことから、調査方法・人員を
統合し廉価診断を行える体制を構築
▼before28万～60万after9万～15万
▼開始時期平成29.4～

伊賀流安心住宅プラン（統合調査手
法・システム確立）

▼インスペクション、耐震診断、適
合証明診断の調査様式を統合し、調
査員が３資格を有せるように支援し、
３調査を1調査に統合
▼統合調査様式で調査後にシステム
へ入力することで審査用の３報告書
が出力できるシステムを作成
▼開始時期試行中13件実施済み

相続財産管理制度を活用した新たな空き家バンク
▼安心住宅プラン統合調査手法・システム確立

▼

初 初

初

初
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空家等対策取組成果（再生）

古民家等再生活用指針策定

▼内閣官房の歴史的資源を活用した観光ま
ちづくりタスクフォースの支援を受け、空
き家となった古民家等を観光振興・産業振
興に向けた活用を進めるための、空家等対
策計画及び特定空家等対策計画に掲げる施
策の実現にむけた指針を策定
▼策定時期令和元年6月
▼計画期間空家等対策計画期間

古民家等再生活用事業（伊賀上野城
下町ホテル事業）

▼中心市街地エリアを伊賀上野城下町と定
義し、モデル地区として、城下町全体を面
と捉え、ひとつのホテルと仮定し、フロン
ト棟や宿泊棟（客室）、各種テナントを城
下町全体に配置し街の賑わい創出、観光産
業の活性化に取組む
▼第1期開発令和元年～令和２年
▼第1期開業令和2年11月1日～

稀

初

▼古民家等再生活用指針
◆対象区域
本計画に定める、伊賀市全域を対象区域とします。
取組を確実なものとするため、伊賀上野城下町（中心市街地）をモデル地域と定め先行して取組み
ます。
◆対象建築物
対象建築物は、原則昭和25年の建築基準法の制定時に既に建てられていた「伝統的建造物の住宅」
とします。
ただし、建築物が持つ地域にとっての意味合い・重要性などに鑑みて、対象とするかは総合的に判
断します。
◆期間
期間は、伊賀市空家等対策計画に定める期間とします。
ただし、社会経済情勢や空家法の見直しなど、地域の状況が大きく変化することが想定される場合
は本計画期間中においても必要な見直しを行うものとします。

ＪＲ西日本㈱主要沿線がある１４府県の歴史地区を４エリアに分
け、重点エリアと位置付け、優先的に事業展開を予定、丹波篠山
のＮＩＰＰＯＮＩＡモデルを展開開始

2017（平成29）年6月28日古民家等再生活用事業始動

西日本旅客鉄道㈱、㈱NOTE、バリューマネジメント㈱
３社連携協定締結（新聞報道）

2017（平成29）６月２９日視察申込み
７月空き家流通促進対策専門委員会提案
８月JR西日本本社事業内容聞取り
１０月JR、NOTE、VMG伊賀上野城下町視察
１１月協議開始
2018（平成30）１月伊賀市５エリア目決定
３月一般社団法人ノオト業務協定締結
９月古民家等再生活用指針策定開始
2019（令和元）６月古民家等再生活用指針策定

人口減少に伴う縮小していく地域を維持
し伊賀に住む人々のシビックプライドを
育成賑わい創出と都市空間の再生と再編

伊賀市が目指す姿（地域をマネジメントプロデュースする）伊賀市空き家対策の再生への取組

平成29年7月11日に行われた空家等流
通対策検討専門委員会の後押しも有
り誘致に向けて取り組みが開始した

18



空家等対策取組成果（実現するための準備①）

▼所有者等の個人情報を外部へ提供する仕組みづくり

H29国土交通省２モデル事業採択（先駆的空き家対策モデル事業・空き家所有者情報提供による空き家活用事業）

▼空き家活用カルテ ▼空き家活用カルテを使った町家調査の実施

外部情報提供同意・活
用希望数136棟の同意
取得

そのうち
空き家バンクへの
マッチング数24棟
古民家等再生活用への
マッチング1棟

▼空き家所有者等活用意向調査の実施

空き家活用カルテを用いて、利活用可能空き家と判定
した1,389棟すべての所有者等へ調査を実施
ストックバンクへの登録と個人情報の外部への情報提
供同意の取得を目的に実施

・調査を通じて所有者等への事業啓発を行い、
中心市街地の空き町家の調査を通じて、住民
へ分散型ホテルの周知を同時に行い、早い段
階での機運を醸成
・ＪＲ西等の視察に合わせて地元住民への事
業の説明と誘致に向けての協力体制を構築

第1段階（空き家活用の新たな仕組みづくり） 第2段階（活用可能な空き家の選定とストック） 第3段階（実現するための新たな体制構築）

▼事業を進めるための連携協定

伊賀市エリアにおける歴史的資源を活用し
た地域活性化に向けた業務連携に関する協
定書伊賀市と関係３団体が業務連携に関す
る協定を締結
（H３１．３．７調印式の模様）

西日本旅客鉄道株式会社創造本部
（一社）ノオト株式会社ＮＯＴＥ

▼SPC（特別目的会社）設立 開発会社 利用者

ファイナンス

開発及び運営は民間事
業者が担い、完全民営
化を行う。
市は方針を定め10％出
資と経営が苦しい初期
段階のみ支援を行い、
事業経過を見ながら指
針に基づき進めている
か確認する。 19



ＭＩＴＡＫＥ棟
旧福森邸（４客室）

ＫＡＮＭＵＲＩ棟
栄楽館（客室３+レストラン）

Ｃ邸（陶芸体験工房）

Ｄ邸（レストラン）

Ｅ邸（客室）

Ｆ邸（客室）
Ｇ邸（客室）

Ｍ邸（レンタルオフィス）

Ｉ邸（客室）

Ｈ邸（忍者体験道場）

Ｊ邸（組紐体験工房）

Ｋ邸（貸テナント）

Ｌ邸（貸テナント）

ＫＯＵＲＡＩ棟
広部邸（３客室）

モデル地域である伊賀上野城下町は周辺の町並みや立地から、観光的
アプローチが望ましいと考えられ、そのため、「分散型ホテル」を主軸
としつつ、観光的機能も点在させる方針赤●第1期開発黄●活用希望物件
/外部情報提供同意

▼始まった第1期開発

空家等対策取組成果（実現するための準備②）

▼第2期以降の開発プラン

2016（平成28）年度伊賀市空家等対策計画策定
2017（平成29）年度古民家再生活用事業誘致協議開始

（ＪＲ西、ＮＯＴＥ、ＶＭＧ）
2018（平成30）年度西日本エリア開発候補地の５エリア目に選定、

連携協定締結、内閣官房タスク支援要請
地域再生計画認定、地方創生拠点整備交付金交
付決定

2019（平成31）年度古民家等再生活用指針策定、開発会社設立
第１期開発開始栄楽館施設改修工事（公設民
営施設）
空き家対策総合支援事業補助金（民設民営施設
整備）２棟交付決定新型コロナ蔓延
民設民営施設工事遅延（翌年度繰越）

2020（令和２）年度第１期（伊賀上野城下町ホテル創業）

▼事業の沿革

栄楽館（国登録有形文化財）市所有
江戸後期に建てられ、当時料理旅館を営み、明治４年には薬問屋に

商いを変え、昭和２０年代に廃業し、平成４年に旧上野市に寄付、平
成７年に生涯学習施設として公共施設として平成３１年３月まで利用
後閉鎖、城下町ホテルのフロントとしての基幹施設として、地方創生
拠点整備交付金を受け整備

旧広部邸㈱NOTE伊賀上野購入（ストックバンク登録）
明治初期に建てられ、当時金物屋を営み、平成１０年代に空き家と

なり、城下町ホテルの客室として民間開発事業者が民間資本を用いて、
空き家対策総合支援事業を受け整備

旧福森邸（市歴史的景観保全建築物）㈱NOTE伊賀上野賃貸
明治初期に建てられ、当時木材屋を営み、平成に入り伊賀上野城下町

の歴史的建築物の保存継承を目的とした町家未来センターを民間が設立
し、市が空き家対策に取り組み、歴史的建築物の保存と利活用を開始し
たことで、町家未来センターを廃止、民間開発事業者が民間資本を用い
て、空き家対策総合支援事業を受け整備

▼選定した歴史的資源の古民家
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空家等対策取組成果（始まった城下町ホテル①）
▼2020（令和２）年10月23日分散型ホテルオープニングレセプション

フロント 国交省中部地整建政部長挨拶

鏡開き 地物食材メニュー試食会

▼2020（令和２）年11月1日分散型ホテルオープン（２棟）

▼城下町ホテルという“新たな街開き”に合わせた取組み

令和２年10月1日 国土交通省中部地方整備局視察
10月26日 中部圏内国・県・三重県市町・愛知建築士会視察
10月29日 城下町ホテル内覧会（地元）延300名
11月1日 伊賀鉄道車輛内中吊り広告開始

関西圏JR駅構内城下町ホテルポスター掲示
11月15日 城下町ホテル内覧会（一般）延600名

21



空家等対策取組成果（始まった城下町ホテル②）
・フロント棟と客室は伊賀上野の伝統工芸である組紐の編み方の名称を棟名としています。
・ホテルの運営会社は、全国でホテルや結婚式場などを運営する会社が行います。
・NIPPONIAブランドである古民家を用いた分散型ホテルは全国に２０地域に広がりを見せます。
・全国のNIPPONIAブランドの同志でNIPPONIA協会のネットワークを構築し国内外への情報発信に取組んでいます。
・JR西日本と連携し関西圏の駅へのポスター掲示や大阪駅のデジタルサイネージでの発信事業に取組んでいます。
・一休、楽天トラベルでの予約受付開始

▼MarketOne提携HP用バナー

▼伊賀鉄道中吊りポスター▼関西圏JR駅構内掲示ポスター ▼楽天トラベル

▼一休.COM

▼バリューマネジメント㈱HP

▼ JR大阪駅構内デジタルサイネージ

22



デジタルサイネージ放映動画2020.3～
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デジタルサイネージ放映動画2020.3～
プロモーションショートムービー（※制作中）
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NIPPONIAHOTEL伊賀上野城下町民間事業者の取組み

KANMURI棟 KOURAI棟

11月 90％ 96％

12月 75％ 90％

1月 60％ 84％

2月 14％ 22％

▼当初目標稼働率

▼11月26日時点での予約状況（稼働率）

▼ターゲット層

Withコロナに合った分散型ホテル国内需要に限っての順調な稼働

25



第1期開発KANMURI棟（栄楽館）

Before

１F ２F
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before第1期開発KANMURI棟（栄楽館）

Before
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第1期開発KANMURI棟（栄楽館）

１F ２F

After
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第1期開発KANMURI棟（栄楽館）

After
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第1期開発KOURAI棟（旧広部邸）

Before

１F

２F

30



第1期開発KOURAI棟（旧広部邸）

Before
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第1期開発KOURAI棟（旧広部邸）

After

１F

２F

32



第1期開発KOURAI棟（旧広部邸）

After
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６．審議事項

（１）第2次計画専門委員会の設置及び役割

（２）第2次計画最終案

（３）第2次計画施策評価方法

34



（１）第２次計画期間中の専門委員会の設置及び役割（案）
第2次計画の主要施策の検証及び審議を円滑に進めるため、伊賀市空家等の適正管理に関する条例施行規則第

14条に基づく下記の専門委員会の設置及び委員の配置について事務局案を提案します。

委員会名 伊賀市特定空家等対策専門委員会（案） 空家等流通・再生活用対策専門委員会（案）

目的 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき
「特定空家等」への行政指導（勧告）及び行政
処分（措置命令）を行うに当たり、専門的な見
地からの意見を求めることを目的とする。

（１）空き家の信頼性を確保することで、円滑
な市場流通を図り、住み続けられる安心・安全
な空家等の流通の促進策を検証する。
（２）地域再生法（平成17年法律第24号）第8条
の規定に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた
地域再生計画の「伊賀市古民家等地域再生計画
（平成31年3月認定）」の施策評価を行うことを
目的とする。

協議会委員
（案）

三重大学大学院工学研究科建築学
一般社団法人三重県建築士事務所協会
一般社団法人三重県建設業協会
三重県弁護士会
三重県司法書士会
三重県土地家屋調査士会
副市長

三重大学大学院工学研究科建築学
一般社団法人三重県建築士事務所協会
公益社団法人三重県宅地建物取引業協会
公益社団法人全日本不動産鑑定士協会
一般社団法人三重県不動産鑑定士協会
上野商工会議所
伊賀市商工会
社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会
副市長 35



（２）第２次伊賀市空き家対策計画最終案

審議案件 審議内容

（１）策定スケジュール 11月26日 第1回協議会
01月07日 総合政策会議最終案 附議
01月19日 議会議員全員協議会最終案 付議

（２）計画期間の変更（案） ①コロナ禍により協議会開催延期に伴い1次計画期間を9月30日まで延長
②第１次計画期間を延長（案） 令和３年３月31日まで

第２次計画期間（変更案） 令和３年０４月１日から令和８年３月３１日まで ５カ年

（変更前） 令和２年１０月１日から令和７年３月３１日まで ４年６カ月

（３）パブリックコメント結果 意見０件 提案１件
（提案）中心市街地の空き家を活用し、社宅や社員寮を整備し、中心市街地の賑わいに繋

がるための提案です。（回答：計画に記載有り）

（４）第２次計画修正箇所 庁内各部より指摘のあった本章の構成を改め、大きくは実態把握（地勢等）を後章へ
移動し、計画の核となる分析結果と方針を前章へ移動
第2章第３節第6項「第1次計画における評価」  第1章第２節へ
第2章第4節  第1章第３節へ
第2章第1節第７項「観光」  第4章第6節「古民家等再生活用事業」へ
第4章第1節（２）歴史的資源を活用した観光まちづくり  〃
第3章  第2章へ
第4章  第3章へ

パブリックコメントを８月２１日から９月２３日にかけて実施 ※最終案は別冊を参照
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（３）第２次計画期間中の施策評価方法（案）について①

伊賀市空家等対策計画における評価算定手法は２段階評価とし、１次評価は各項目の「達成目標」に対しての取り
組みの進捗状況に応じた評価を行い、２次評価では達成目標の進捗状態に対しての達成効果を評価

１．1次評価（進捗評価）
1次評価は計画期間の1年次から最終年次まで年度ごとの評価を行います。

（１）執行率の計算方式
① 記載事業数 ●●●事業 ※計画冊子中取組施策の内容によっては、他の施策と重複している場合があります。

② 加点方式 6段階評価
５点（１００％達成） ４点（１００点未満７５点以上） ３点（７５点未満５０点以上）
２点（５０点未満２５点以上） １点（２５点未満１点以上） ０点（未着手）

③ 最高評価点●●●点（●●●事業×5点）

④ 進捗率 取組施策の達成度合を表すため、●●●事業の加点した値に対し、最高評価点を割り戻した値を進捗率とする。

（２）執行率の算定事例
（例１）年間成約数 ⇒ 目標40世帯 実績35世帯（35÷40＝0.88）⇒88％ 進捗結果「４」
（例２）○○協会と協定 １団体と協定締結を目標 ⇒ 締結有100％ 協議中50％ 協議無０％⇒ 結果有100％ 進捗結果「５」
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（３）第２次計画期間中の施策評価方法（案）について②
２．2次評価（達成効果）
２次評価は計画最終年度に評価を行います。

（１）達成率の計算方式
① 記載事業数 ●●●事業 ※計画冊子中取組施策の内容によっては、他の施策と重複している場合があります。

② 達成効果 5段階評価

評価 評価する内容

ＡＡ（全国に先駆けた取り組み）
目標を達成し、かつ、全国でもあまり取り組まれていない、伊賀市独自の事業として大
きな成果を挙げている。国の先駆的事例に紹介されている。

Ａ （他の自治体の模範となる取り組み）
目標を達成し、かつ、全国で取り組まれているが、伊賀市独自の事業として成果を挙げ
ている。他の自治体国の模範となり視察申込みがある。

Ｂ （標準的な取り組み） 第1次評価（達成目標）のとおり達成できている。全国的に取り組まれている。

Ｃ （まだまだ改善が必要はな取り組み）
目標は達成したが、まだまだ、改善の余地がある。又は、取り組みは進んでいるが改廃
の検討の余地がある。

Ｄ （取り組まれていない）
目標が達成されていない。取り組まれていない。取り組みは進められているが、見直し
の必要がある。

③ 評価者 人権生活環境部部長（空家等対策計画庁内推進会議議長）
評価審議・決定 空家等対策協議会

（２）評価結果開示
第１次評価の結果については、第２次計画達成状況として、協議会の審議後、市ホームページへ掲載する。 38


